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入
積
物
稔
の
分
界
並
に
特
徴

七
五
四

第
五
披

第
三
十
三
拳

錨

言

人
税
物
税
の
意
味
内
容
に
就
き
で
は
、
犯
は
嘗
て
詳
細
に
諸
家
の
枕
を
引
い
て
之
営
解
明
し
に
。
其
に
て
明
か

な
や
う
に
、
其
意
味
と
し
て
は
、
人
に
よ
り
て
可
な
り
に
異
っ
た
も
の
を
輿
へ
て
居
る
。
禁
中
に
就
い
て
何
れ
が

選
む
べ
き
か
は
、
人
各
々
見
る
所
を
異
に
し
て
、

一
仁
蹄
す
る
こ
と
は
大
っ
か
し
か
ら
う
弓
花
は
私
・
と
し
て
の
特

妹
の
見
解
ル
村
山
択
式
引
け
れ
r
h
w
院
に
も
附
持
論
は
出
で
や
う
k
岡
山
ふ
。
併
し
具
糟
的
に
若
干
の
明
日
を
慌
へ
来
つ

τ

其
一
か
人
税
か
物
税
か
と
い
ふ
こ
と
を
聞
く
な
ら
ば
.
少
く
と
も
所
得
税
ャ
ら
ゐ
は
人
税
ピ
と
い
ひ
、
政
盆
税
(
少

く
と
も
其
中
の
地
租
、
家
屋
枝
、
融
官
業
税
)

は
、
之
を
物
税
と
呼
ぶ
の
が
多
い
。
何
故
に
彼
を
人
税
と
震
し
、
此

を
物
税
と
す
る
か
の
根
壊
は
人
に
よ
り
異
つ
で
も
、
其
等
の
も
の
を
、
業
れ
々
々
左
様
に
呼
ぶ
と
い
ふ
の
は
、
先

づ
遇
税
だ
と
見
て
誤
り
な
い
。
そ
し
て
人
は
よ
く
、
地
方
税
の
睡
系
、
特
に
市
町
村
税
の
韓
系
を
説

t
に
嘗
り
て

(
府
牒
税
韓
系
に
至
り
で
は
地
方
税
の
固
有
の
色
の
で
な
く
、
多
少
、
固
税
に
一
屠
近
づ
く
と
も
い
ふ
を
得
る
所
以

の
も
の
が
あ
り
、
地
方
税
の
地
方
税
た
る
特
徴
は
最
多
〈
市
町
村
税
に
現
は
れ
る
)
、
物
税
に
配
す
る
の
に
人
粧
を

以
て
す
る
と
い
ふ
。
或
は
遣
に
、
人
税
に
配
す
る
の
に
物
税
を
と
い
ふ
こ
と
も
い
へ
や
う
。
其
の
執
れ
を
第
一
位

じ
置
〈
か
は
是
れ
亦
七
見
解
の
相
違
だ
と
震
し
、
暫
ら
く
之
を
措
い
で
聞
は
十
と
し
て
、
兎
も
角
も
、
此
市
町
村

税
に
人
税
と
物
粧
の
二
種
の
も
の
を
組
合
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
多
く
の
人
の
、
唱
へ
る
所
で
あ
る
。
此
場
令
に
於

拙著、租税研究、十春、 337以下。1) 



て
其

の
人
税

と
、
物
税

と
が
持

つ
異

っ
た
特
質

、
特

徴

に
目
を
着

け
て
、
此
双
方

の
税

の
特
徴
を
登
揮

せ
し
め

る

こ
と

に
よ
り

て
、
互

に
長
短
相
助

け
し
め
、
以
て
、

一
方

の
税

の
み

に
て
は
充
た

し
得

ぬ
も

の
を
充
た

さ
し
め
や

う
と

い
ふ
の
で
あ
り
、
其
だ

け

に
於

て
は
、
地

方
税

の
配
分
原

則

に
つ
き
て
如
何
な

る
見
解
を
探

る

に
し
て
も

、

先

づ

一
致
し

て
居

る
所

の
も

の
で
あ

る
。
た

∫
此

に
問

題
と

な
り
、
叉

、
問
題
と

し
た

い
の
は
う
此
場
合

の
人
税

へ其

は
所
得
税

、
更

に
は
所
得
税
的
な

る
戸
数
割
)
と
物
税

(少

く
と
も
地

租
、
特

別
地
租

、
家

屋
税
、
替
業
収

益

税

、
螢

業
税
)
と
が

、
も

っ
と
精
密

に
い
ふ
と
具
鷺
的

な

る
、
人

税
と

せ
ら

れ
、
叉

は
物
税
と

せ
ら

れ

る
も

の
が

果

し
て
純
然

辷

る
人
税

と
七

て
、
叉

ば
純
然

九

る
物
税

と
し
て
現

は

る
る
の
で
あ
ら
う

か
と

い
ふ
事

で
あ

る
。
或

人
は
此
等
具
膿
的

の
税

が
純
然

た

る
形

に
て

現

は
れ
て
居

る
や
う

に

見

る
。

又

現
は
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
見

乃
。
伽

ち
人

税
た

る
戸

敷
割

、
人
税
と

せ
ら

れ

る
戸
敷
割

は
一
人

税
だ

か
ら
し

て
其
納
税
義
務
者

は
限
定
的

で
あ

っ
て
は
な
ら
す
、
凡

べ
て
包
括
的

の
も
の
で
な
く

て
は
な
ら

ぬ
と
爲
し
、
叉

、
物

税
た
り
、
物
税

と
せ
ら
れ
る
地

租
地
税

に
あ
り

て
は
、

凡
て
の
物
艦

に
比
例
同
率

で
課
税

さ
れ
な
く

て
は
な
ら
す
、
之

に
て
、
差
等
課

税
を

許

す

ご
と

は
性
質

上
う
出
来

な

い
も

の
だ
と

い
ふ
の
で
あ

る
。
斯

や
う
な
考
方

は
、
理
論
上
洵

に
徹
底

し
た
や
う

に
見

ゆ

る
。
け
れ
ど
も
各
国

各
地

に
於

け

る
實

際
立
法

の
情
勢

乃
至

、
大
勢

を
顧

み
る
と
き

に
、
其

は
却

っ
て
、
實

際

に
即

し
な

い
も

の
で
あ
り
、
事

物
観
察

の
徹
底
を
映

く
所

の
も

の
で
あ

乃
や
う

だ
。
比
熱

に
つ
い
て
の
解

明
を
駕

す

こ
と
は
、
當
節

内
我
国

に
行

は
る

る
地
方
税

論
議

に
謝

し
、
何
等

か

の
参
考
資
料
を
供
す

る
と
信
ず

る
の
で
、

入
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴
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人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

敢

て
弦

に
、
之

を

試

み

る
で
あ

ら

う

。
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第

鯛
段

人
税
物
税
の
分
界

　一
爾
税

分
界

の
困
難

(
)A

歳

入
特

に
租
税
分
界
難

I
i
人
税
と
物
税
と

の
分
界
難

を
説

く
前

に
、

一
般

に
歳

入
中

に
つ
き

て
租
税
と
非

租
税

的
歳

入
と

の
分
界

の
困
難

で
あ

り
、
更

に
租
税

の
分
類

に

つ
き

て
も
.
濁

り
入
税
と
物

税
と

の
み
で
な
く
、

其
他

の
租
税
分
類

に
て
も
亦

た
其

虞

に
分
界
難

の
存
す

る
こ
.と
を

.
先

づ
以
て
注
意

し
や
う

思

ふ
。

　い
租
税

と
非

租
税

的
歳

入
と

の
分
界

難
1

一
我
等

は
歳

入
を
租
税

と
其
他

の
歳

入

(名

は
何
と
あ
ら

う
と
)
と

(

に
分

つ
と
き

に
、
理
論
上

に
は
明
確

に
分

け
ら

れ
る
。
併

し
、
實
際
或
國

或
庭

に
存
在

す

る
歳

入
が
、
そ

ん
な

に

明
確

に
分
類

さ
れ
得

る
の
で
あ
ら
う
か
。
例
之

、
我
國

に
も
あ

る
や
う

な
登
録
税
を
以

て
盟
純

に
租
税

だ
と
駕
し

得

る
で
あ
ら

う
か
。
其
中

に
手
数
料
元
素

が
存

し
て
居

り
、
精
密

に

い
ふ
と
、
租
税

と
手
数

料
と

の
混
合

し
た
も

の
、
も

っ
と
精
確

に

い
ふ
と
主
と
し

て
は
租
税

で
あ
b

、
随

っ
て
之

を
租
税
と
は
す

る
け
れ
ど
も
、
其

に
若
干
、

不
純
素

と
し

て
、
手
敷

料
が
混
入
し
た
も

の
と

し
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
そ
し

て
之

に
謝

し
、
非

租
税
的
歳
入

、

例
之

、
水
道

料
、
電
車
賃
銭

,
電
燈

料
な
ど

の
中

に
、
消
費

税

の
潜
在

し

て
居

み
こ
と
を
注
意
し
な

い
課

に
柱

か

な

い
(註

一
)
。
だ

か
ら
實
際
界

に
存
す

る
歳

入
は
、
其
各
前
ば

か
り
か
ら

し

て
其
本
質
を
断

定
し

て
は
な
ら
な

い
。



幽

又

、
實

際

の

立

法

に
於

て
其

名

前

に
捕

は

れ

て

、
他

の

元

素

を

少

し

も

混

ぜ

て

は

な

ら

兎

と

も

致

し

難

い

。

(
註

[
)

往

々
に
し
て
我
国
に
て
、
國
視
に
て
は
間
接
消
費
税
偏
重
と
な
り
、
随

っ
て
直
接
税
が
軽
き
に
失
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
地
方
税
が
直

接
.視
に
偏
重
し
て
居
る
か
ら
(
或
は
殆
ん
ど
直
接
.税

の
み
と
も
い
ふ
て
良

い
)
、
差
引
し
て
國
地
方
を
逓
じ
て
見
れ
ば
、
別
段
、
直
接
税
.偏
重
と

い
ふ
ほ
ど
で
は
な
い
と
い
ふ
が
、
併
し
此
論
を
爲
す
場
合
に
、
地
方
財
政
の
公
瞥
事
業
攻
入
中
に
潜
れ
た
る
間
接
消
費
税
元
棄

の
あ
る

こ
と
を

見
落
し
て
羅

ら
ぬ
。
特

長

、
地
方

に
て
は
其

の
蓬

視
と
い
ふ
て
も
、
潜

窟
薯

の
税
で
あ
る
吉

は
、
む
し
ろ
無
産
者
叉
は
之
に
準

ず

る

も

の

』
税

で

あ

り

、

随

っ

て

形

は

直

接

税

だ

が

、

實

は

間

接

消

費

税

に

近

い
も

の

だ

と

い

ふ

・
と

を

も

馳

逃

し

て

は

な

ら

な

い
。

國

税

に

て

は

免

税

鮎

以

下

と

な

る

も

の

へ

の
特

別

地

晩

、

地

方

瞥

業

税

、

そ

れ

に

國

晩

で

あ

っ

た

な

ら

ま

弄

昇

児

D
危

舜

鮎

玖

ド

リ
曇

、
も

果

}
=
,
し

　　　
　

　　

　

ニノ
　
　

ロ

ぜ

ノ

そ

ロ

く
う
げ
　

ロ
じロ
リ

ド

ニ

ホバ
い

　ロ
いり　ロ
ゆ

　　
コゴ

而

か

も

其

と

上

級

者

と

の
間

に

累

進

的

税

率

の

適

用

さ

れ

ざ

る

戸

数

割

、

更

ら

に

は

、

貧

者

へ

の
韓

嫁

可

能

性

の
大

な

る

家

屋

税

、

む

し

ろ

下

級

盾

の
資
・謄

と

な

る

揚

命

の
非
.き

講

の

雑

種

撹

を

襲
.
へ
都

レ
」
唐

に

、

其

は

　
隣
…
に

も

貧

肥

人

の
割

脅

κ
璽

く

費

燃

し

て

居

る

凱

悲

を

恩

縦

し

め

る

。

.

ラ修

一
般

に
租
税

の
分
界
難
-

一
租
税

の
分
類

に
つ
い
て
も
亦

た
同
様

で
、
荘

に

一
の
方
法

に
よ
り
て
、
甲
税

と
乙
種
と

に
分
類

し
た
と
し

て
略
其

は

一
の
定
型

に
止
ま
り
、
實

際

の
真
髓
的

の
税
を
明
確

に
、
其
甲
税

に
属
す

と

し
、
乙
税

に
屡

す
と
す

る
こ
と

は
六

つ
か
し
か
ら

う
。
少
く
と
も
屡

々
其
分
馬

の
六

つ
か
し

い
場
合

に
出
會

は

う
(註
二
)
。
其
分
類
を

し
た
時

か
ら
し

て
、
初

め
よ
り

し
て
、
其

へ
の
分
類

の
六

つ
か
し

い
こ
と
も
あ

る
。
其

は
多

少
他

の
種

の
も

の
の
性

質

を
交

へ
て
居

る
と

い
ふ
こ
と
が
あ
り
得

る
か
ら

で
あ

る
(註
三
)
。
が
假
り

に
其
常
時

は
・

何
れ
か

に
分
薦

せ
し

め
得

た
と

し

て
も
、
元
来

が
租
税

は
固
定
す

る
も
の
で
は
な

く
、
歴
史
的

に
愛
遷
す

る
も
の

だ
か
ら
、
段

々
と

一
税

が
他
税

の
性

質

を
も
混
合

し

て
来

て
、
租
税
分
属
が
六

つ
か
し

く
な
り
來

る
も

の
で
も
あ

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
十
二
懸

七
五
七

第
五
號
.

五



人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴
.

第
三
+
二
巻

七
五
八

第
五
號
.

六

る
。

か
く
て
或
租
税

分
類

は
時

の
墜

化

に
よ
り
不
適
當
な

も
の
と
な

り
来

り
、
租
税
分
類
其

も

の
を
も
憂

へ
な

く

て
は
な
ら

ね
こ
と
と

も
な

る
(註
四
)
。
租
税
分
類

は
随

っ
て
絶

対
的

の
も

の
で
な

く
し
て
、
歴
史
相
野
的

の
も

の
だ

と

も

い
は
れ

る
(註
五
)
の
で
あ

る
が
、
假
令
之
を
時

の
進

み

に
随

っ
て
憂
形

し

て
見

た
庭

で
、
前

に
も

い
ふ
や
う

に

分
類

は
畢
竟

、

一
の
型
を
定

め

る
の

に
止
ま
り
、
實
際

の
税

に
は
多
少
分
屡
難

の
も
の
が
獲

る
と

い
ふ

こ
と
は
免

れ
な

い
も

の
で
あ

る
。

(讐

ζ

ス
　

・
醤

の
繊

を
難

雰

界
若

!

罪

霞

羅

・蕊

も

(
註
三
〉

ベ

ラ

フ
エ
ル
デ

ス
は

.
學

間
は
純
然

た
る
理
論
上

の
基

礎

の
上

に
租
税

を
匠

分
す
る
囲

別
特
徴

を
求

む
る
の
に
、
實

際

に
は
租
税

が
雑

種
的
の
形
を
示
し
客

の
理
論
的

の
包
括
に
反
す
る
こ
ど
に
な
・
と
爲
し
、
ブ

・
イ
・
-
は
、
喬

の
租
税
形
式
は
聾

の
種
類

の
要
素
を
結

の

合

し
、
随

っ
て
混
合
形
式
、
過
渡
形
式

を
表

は
し
得

る
と
駕
す
。

(
註
四
)

バ

ス
テ
ー
ブ

ル
は
、
奮
時

の
羅

馬
に
適
當

で
あ

っ
た
租
税
分
類

は
、
近
代
英
国

に
は
不

通
當

で
あ
る

べ
く

、
之
を
現
代

に
限
定

し

て
見

ぬ

て
も
、
印
度

の
税
制

と
英
国

の
税
制

と
は
容

易

に
同

一
分
類

に
導

く

こ
と
は
出

来
な

い
と

い
ふ
。

(
董

)

ブ

・
イ
ヤ
ー
は
、
或
分
類
型
は
、

一
般
的
通
用
性
を
有
た
な
い
。
即
ち
欝

的

の
も
の
で
を

し
て
、
唯
だ
歴
史
的
鰹

美

は
し
得

る
も
の
だ
と
翁

・

恥

人
税
物
税

の
分
界

難
1

一
人
税
物
税

の
分
類

に
て
も
、
定
型

と
し

て
は
何
と

か
明

か

に
麗
分
が
出
来

て
居

る
.

(
と

し
て
も
、
さ
て
質

際

の
税
を
分
囑

せ
し
め

る
こ
と

に
な

る
と

、
初

め
か
ら

し
て
多

少
六

つ
か
し

い
も
の

で
も
あ

り
(註
六
)
、
叉
、
段

々
と
時

の
進

む

に
從

ひ
、
其

一
税

に
、
よ
り
多

く
、
他
税

の
元
素

を
も
取

入

れ
る
こ
と

に
も
な

2)

3)

4)
5)

謝 寵 二e翫 鼠。孟子',.。6。B鵬V　 uch・ ・・・・・…gnipp・ ・　 ad・ ・
Steuerformen.(Festgabe£G,v・Schanz・II・)1:5・.:【78『 旺79・

276.Bastable,Publicfinance.3ed.P・

Brauer,VersucheinerNeugrupppierung,。5.178.,



9

傷

て

(註
七
)
、
益

々

以

て

明

確

に
分

界

し

悪

く

な

る

の

を

免

れ

な

い

。

(
甚
六
)

シ
呂
フ
レ
ー
は
、
人
税
物
税

の
医
別
は
、
不
明
を
有
ち
且
つ
混
雑

に
導

く
と
爲
し
、
モ
ル
は
、
人
税
物
税
の
意
義

の
封
立
は
、
實
際

に

の

は
必

ず
し
も
嚴
密

に
實
行
す

べ
か
ら
ず

と
爲
す
。

(
駐
七
)

エ
ー
。ヘ
ル

ヒ
は
、
人
税
物

税

の
限
界

は
流
暮

し
つ
」
あ
り

と

い
溺
。

が
其
は
、
實

際

、
人
税

と
さ
れ
物

税
と
さ
れ

る
も

の
の
性
質

ポ
獲

っ
て
往
く

か
ら
し

て
、
さ
う

い
ふ
た

の
で
あ
る
。

の

人
税

に
於

け

る
物

税
的
元
素
一
i
先

づ
以

て
人
税
と

い

へ
ば

、
完
全
な

る
純
然

た

る
其

は
、
人

の
全

き
結

く

付

能
力
を

一
括

し

て
包
括
的

に
掴

ん

で
課
す

る
も
の
で
な

く
て
は
な

ら

ぬ
け
れ
ど
も
、
其

は
軍

に

　
0
理
想
型

た

る

に
止
ま

り
.
又

は
原

則
上

の
要
求

九

る
に
止

ま
り
.
質
際

の
人
税
と
な

る
と
多
.少
老
が
例
外
を
も
附
帯

せ
し
め

る
こ
と

に
な
り

、
必
然

的

に
も
物
税
的
元
素

を
附
帯

せ
し

め
る
こ
と

に
な

る
の

み
な
ら
す

、
課
税
技
術

の
便
宜

上

之

を
附
帯

せ
し
逸

る
こ
と

に
も
な
り
、
更

ら

に
は
、
實

に
於

て
む

し
ろ
物

税

に
近

く
な

っ
て
居

る
も

の
を
も
、
名

目
上

、
人
税

的

の
名

に
て
呼

ぶ
こ
と
さ

へ
も
あ

り
得

る
の

で
あ

る
。
即
ち
實

際

に
果
し

て
完
全
無
缺

の
人
税
が
あ

る
の
か
を
疑

は
な

く
て
は

な
ら
す

、

一
国

一
地
方

の
人
税

に
は
多
少

、
不
純

の
元
素
を
混
合

し
て
居

る
の
を
免
れ

な

い
。

①

所
得

税
i

I
と

い

へ
ば
人
税

の

代
表
的

の
も

の
で
、

何
人

も

之
を

人
税

と

し
て

箏

は

蹟
で
あ

ら
う

註
(八
)
。
入
税
と

せ
ぬ
人
が
あ

り
と

し

て
も
、
其

は
鯨

程
、
愛

つ
た
見
方
を

し
た
場
合

で
、
其
事

は
誉

て
登
表

し
た

論
文

に
て
詳
し

く
説

い
た
か
ら

、
・今
日
多

く

い
は
す
と
し

て
、
,
然

ら
ば
此
人
税
が
人
税

を
徹
底

し

て
居

る
の
か
乏

入
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
十
二
巻

七
・五
九

第
五
號
」

七

Sch詔1e,Steuem,A,T,s.60.Moll,T'ehTbllchIユerFw・s・.317・6)

7)Eheberg,GundrissderFw・5&6Aufl.・ 翫64・



O

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
+
二
巻

七
六
Q

第
五
號

八

い
ふ
と
、
さ
う
で

は
な

く

(註
九
)、
勧
國
際

間
地
方
間

の
課
税

の
爲

め

に
、
少

く
と
も
外
国
又

は
他

地
方
在
住
人

の

其
国

文
は
其
地

方

に
於

て
牧
む

る
所
得

に
つ
い
て
は
、
之

に
限
定

的

の
納
税
義
務

を
負

は
し
め
な

く
て
は
な
ら
す

(註
一
〇
)、
随

っ
て
必
然

的

に
人
税
た

る
所
得

税
中

に
、物

税
元
素

が
含
ま

れ
る
こ
と

に
な

る
。
㈲
加
之

、國

際
間

に

て
も

互

に
協

定
し
條
約
を
結
ん

で
、

一
國

の
在
住

者
、
即

ち
所
謂
、
包
括
的
納
税
義
務
者

の
全

き
所
得

の
中

か
ら

し
て
、
他
国

に
て
牧

め
る

一
定

の
所
得

を
除

外
し

て
、
國
際

重
複
課
税
を
避
け

る
こ
と
が
出
来

る
。
此
場
合

に
も

實

は
包
括

的
納
税
義

務
が
限
定

的

の
も

の
と

な
り

、
少

く
と
も
包
括
的
納
税
義
務
が
不
完
登

の
も
の
と
な
b
、
人

税
中

に
物

税
的

の
色

彩
が

つ
い
て
来

る
。
此

と
類
似

の
事
は

、
地
方
税

に
は

一
層
多

く
起

る
。
現

に
我
邦

の
地
方

税

に
て
も
、

一
の
地
方

に
て
は
他
地

方
よ
り
生

す

る
土
地
家

屋
物
件
螢
業

の
所
得

に
は
課
税

せ
ぬ
こ
と

に
な

っ
て

居

る
の

で
あ

る
。
㈹

且

つ
叉

、
所
得
税

に
於

け

る
人
的
綜
合

課
税
と

い

ふ
て
も

、
多
少

、
其
例

外
と
し

て
利
子

、

給

料

(給

料

に
つ
い
て
は
日
本

で

は
な

い
が
濁
逸

な
ど

の
例

の
あ

る
や
う

に
)
、
等

に
つ
き
て
源
泉

課
税

が
行
は
れ

其

に
て
は
人
税
と

し
て
望

ま
し
き
累

進
課
税
な
ど

も
行

へ
な

く
な

る
か
、
少

く
と
も
十
分

に
行

へ
ぬ
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
(註

=

)
。
其

は
何

と
し

て
も
物
税
的

の

も
の
で
あ

り
、

人
税

に

物

税
を

結
合
し
た
と

い
ふ
こ
と

に
な

る

(註

=
一)。
④

若
夫

れ
、
部
分
所
得
税

と
し

て
、
各
種
所
得
を
人

に

つ
き
綜
合

せ
す

、
各
箇
又

は
各
種
所
得

に
就

き

課
す

る
も
の
と
な

る
と
、
其

は
物
税
的
元
素
が

一
層

に
も
裾
張

さ
れ
た

も
の

で
、
最
早

、
名

は
所
得

税
と

い
ふ
て

も
、
所
得
税
と
牧

益
税
と

の
中

間
物

と
見
な
く

て
は
な
ら
す
(註

一
三
)、
人
税

で
な
く
し
て
む

し
ろ
物

税
だ
と
も

い



は

れ
得

る
し

、

少

く

と

も
人

税

物

税

の
結

合

と

し
な

け

れ
ば

な

ら

ぬ
。

此

絡

の
も

の

は
或

は
便

宜

上

、
人

税

か
ら

除

く

こ
と

が
出

家

る
と

し

て
も

、

前

記

、
④

㈲

回

の
三

の
も

の

に
至

り

て
は

、
實

際

の
所

得

税

か
ら

し

て
全

く
除

外

す

る

こ
と

は
出

来

難

く

、

か

く

て
人

税

た

る
所

得

税

中

に
、
、若

干

の
物

税

元

素

は

、
必
然

に

か
便

宜

上

か
ら

か

混

へ
ら

れ
な

く

て

は
済

ま

な

い
。
之

を

以

て
見

て
も

、
人

税

だ

か
ら

し

て
納

税
義

務

者

が

凡

べ

て
包

括

的

義

務

者

で
な

く

て

は
な

ら

ぬ

と

い

ふ

の
は
逼

ら

な

い
。

但

し

理
想

を
貫

く

と

き

に
、

若

も
世

界

国

家

と

い

ふ
や

う

な

も

の

が
出

来

に

易

昏

こ
ま

南

そ

し

τ

叫

べ

て

D
入

湖

歴
陣

に
近

き
正

宜

者

と

な

っ
た

と

き

に
ぱ

、
其

莚

で

は
各

人

の
有

7
一匹
田ノ!
旧一
」
,
i
}
一

「
ー
ノ
'

{

〆1

圏'
7旧屍
1

、國,

國,1
.-'
1

、一

,
,」塵

・
、一
'
"

一
一'

ら

ゆ

る

方

面

か
ら

得

る
所

の
所

得

を
綜

合

し

て
、

其

全

き
額

に
從

っ

て
課

説

す
洛

や

う

な

、
,そ

し

て
物

税

的

元
素

か
ら

全

く
解

放

さ

れ

た
人

税

が
出

来

る
か

も

知

れ

な

い
。
併

し

其

は

、
ま

つ
夢

の
や

う

な

話

で
、

目

の
前

の
租
税

問

題

と

し

て

は
無

役

で
あ

る
。

で
暫

ら

く
實

際

的

な
問

題

と

し

て
国

税

と

地

方
税

と

で
比

較

し

て
見

る
と

、
人

税

は
国

税

で
あ

る
方

が

、
地

方

税

で
あ

る
場

合

よ
り

も

一
層

、
物

税

的

元
素

が

少

く

て
済

み
得

る
。

真

庭

で
出

来

る

だ

け
完

全

に
近

き

人

税

を

有

ち

た

い
と

い

ふ
希

望

を
達

す

る

の

に
は
、

所

得

税

の
如

き

も

の

に
は
地

方

附

加

税

を

止

め

に

し

て

、
其

に
當

る
も

の
を

も
国

家

自

ら

直

接

に
牧

締

し

て
、
其

牧

人
中

、
附

加

税

に
て
取

る
べ
か

り

し

分

を

何
等

か

の
標

準

に

て
地

方

に
分

け

て
や

る

こ
と

に
し

た
ら

良

い
。

(
駐
八
)

テ
ア
ハ
ル
レ
は
、
所
得
税
は
、
牧
益
税
と
の
反
封

に
於

て
、
原
則
的

に
は
人
に
置
か
る
Σ
。
特

に
其
接
綴
鮎
、
及
税
傘
が
圭
観
的

に
基

づ
け
ら
れ
る
。
此
主
観
的
基
礎
が
、
所
得
税
を
、
凡
て
の
視

の
中

の
女
王
と
爲
し
、
交
通
経
済

の
最
進
歩
し
た
税
と
し
た
と
い
ひ
、

エ
ー
ベ
ル

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第

三
十
二
巷

七
六

一

第

流
號

九



人
税
物
税

の
分
界
並

に
特
徴

第

三
十

二
巷

七
六

二

第

五
號

一
〇

ヒ
は
、
人
が
人
税

の
模
型

と
し
て
、

一
般

所
得
税

を
見

る

べ
く
慣

九
た

と
爲

す
論
其

他
、

ワ
グ

ナ
ー
、

ヘ
ッ
ケ
ル
、

モ
ル
、
バ

ス
テ
ー
ブ

ル
等

82

凡

べ
て
人
税

の
例
と
し

て
所
得
税

を
墨

ぐ
。

(
註
九
)

テ
ア

ハ
ル
レ
は
、
所
得
税

は
初

め
に
見

ゆ
る
如

く
、

そ
ん
な
に
、
絶

封

に
人

税
な

の
で
は
な

い
と

い
ひ
、
テ

ッ
シ

ェ
マ
ッ
ヒ
ァ

ー
も
、

人
的
出

螢
黙
及
特
徴

に
拘
ら
ず
、
所
得

取
得
者

の
人
的
事
情

へ
の
終
局

の
考
慮

に
も
拘

ら
ず
、
人

が
所
得
税

に
於
け
る
唯

一
の
主
要
事
件

で
は

な

い
。

唯
だ
其

一
の
主
要

事
項
だ
。
凡

ぺ
て
の
税

の
中

に
て
、
此
最
主
観
的

な
る
も

の
に
於

て
も
、
國
民
経
済
的

組
織

の
全
髄

に
於

け
る
所
得

馨

者
馨

響

地
位
が
嘉

だ
と
為

・

(
註

脚
O
)

一7。
ア

ハ
ル
レ
は
、
所
得
税
が
必
ず
し
も
入
税
で
々

い
例
と
し
て
外
国
人
の
場
合
を
塞
ぐ
。
曰
く
、
猫
逸
で
も
外
聞
人
を
、
曲
者
が
内

國
企
業

か
ら
、
抵
當
貸
か
ら
、
内
國

の
職
業
叉
は
其
他
の
一
定

の
源
か
ら
し
て
の
所
得
を
得
る
だ
け

に
て
課
税
ナ
る
。
此
者
は
濁
逸
法

に
て
は

限
定
細
視
義
務
者
だ
と
。

ス
ト
ル
ッ
ツ
は
、
所
得
税
に
は
無
制
限
納
税
義
務
者
と
限
定
納
税
義
務
者
と
あ
り
、
そ
し
て
其
限
定
義
務

は
、
国
籍

住
所
、
滞
在
か
ら
樹
立
し
て
、
唯
だ
内
國

の
源
か
ら
し
て
の
所
得
關
係

の
客
観
的
元
素
に
條
伸
せ
ら
る
と
駕
し
、
ブ
イ
ツ
シ
ァ
～
は
、
租
税
義

務

の
人
的
前
提

の
與

へ
ら
れ
ざ
る
慮
に
、

一
定

の
内
國
所
得
源

の
上

へ
の
把
握
が
限
定
的
租
税
義
務
を
基
づ
け
る
。
,此
が
内
画

の
土
地
叉
は
管

楽
、
内
国

に
て
行
は
る
Σ
管
利
行
爲
、
現
在
叉
は
過
去

の
勤
務
叉
は
職
業

に
墓
、く
内
國

の
公
金
庫
か
ら

の
規
則
正
し
き
關
係
よ
り
の
所
得
を
含

む
。
国
籍
關
係
な
き
人

の
部
分
所
得

の
此
課
租
は
、
根
本
に
於
て
、
唯
外
形
上
、
所
得
税
に
結
び
付
け
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
所

の
物
税
で
あ

拗

る
。
随

ふ

て
は
、
給

付
能
力
税

の
爲

め
に
、
然
ら
ざ
れ

ば
考
慮

に
来
る

や
う
な
納
税

義
務
者

の
人
的
事

情

に
考
慮
を
取

ら
な

い
と

い
ふ
。

(
註

一
■
)

モ
ル
は
、
源
泉
課
税

に
て
は
、
累
進

、
資
債

控
除

、
社
倉

的
控
除

の
實
行

は
嚴
格

に
は
可
能

で
な

い
と

い
ひ
、
チ

ス
カ
は
、
源
泉

課

税

に
て
は
所
得

の
種

類
(?
・)
及
一局
さ

に
随

っ
て
段
階

づ
け
る

こ
と

の
困
難
あ

り
と
爲
.し
、
固
有

の
意
味

に
於

け
る
累
進

は
全

く
行
は
れ
ず
と
ま
.

D

・

で

い
ふ

て
居
る
。

(
註

■
二
)

テ
ツ
シ
ニ

マ
ツ

ビ
ア
ー
は
、
源
泉

課
税

の
考

へ
は
恐
ら

く
は
牧
益
税
原
則

(
取
得
者

の
人

に
止
ま
ら
な

い
で
、
出
来

る
だ
け
見
易
き

物
艦

に
止

室
る
と

い
ふ
)

の
理
由

か
ら
禦
た
と

い
ひ
、

エ
ー
ペ

ル
ビ
は
、
所
得

税

に
於
け

る
源
泉

裸
視

を
以

て
、
所
得
課
税

の
考

へ
と
は
反
封

8)

9)

・d)

Terhalle,Fw.s.284.Eheberg,Fw.1$&【qAiコ 副.s.224.Derselbe。Gτundriss.

s.64.Wagner,Fw.2Au日 。1【.S.52【.Heckel,Fw・1・s・138・Moll・a.a・0・

s.316.Bastable,1・c・P・272・

Terhalle,a.a,0.s.296.Tesche皿acher,EinkoヨnmenstelleT.(Hb.d、Fw.17[.)5.67.

Terhal【e,a.a.0.s.296.Strutz,grundlehre[1d.esSteuerrechts.s.69-70.

Fischer,DasSteuerwesendesdeutschenReich.CS.5.661.



に
於

て
行

は
る

エ
も

の
と
爲

す
。
バ
ス
テ
ー
ブ

ル
も
、
漠
國
所
得
税
中

の
シ

エ
ヂ

ユ
ー

ル
A
(
源
泉
課
税

た
る
)
を
以

て
、
確

か
に
物
税

た
る
所

ビ

の
佛
國

の
地
租
(
奮

き
)
に
頗
る
類
似
し
た
も

の
だ
と

い
ふ
。

(
註

一
三
)

プ

ロ
イ
ヤ
ー
は
、
吾
人

の
近
代

に
於
け
る
所

謂
、
所
得

税
龍

系
中

に
、
多
少
完

全
な
る
種
類

の
取

益
税
鷺
系

を
匿

く
す
。
之

が
適
例

は
佛
國

に
あ
り
(
其

の
部
分
所

得
視
)
と
駕

し
、
ペ

ラ

7
ユ
ル
デ

ス
は
、
英
国
所
得

税
は
、
當
初

に
は
基
礎

に
於

て
固
有

の
所
得

税

で
は

な
か

っ

た
。
、併

し
む

し
ろ
各
箇

の
・取
得
視

の
集
合

で
あ

っ
.た

と
篤

し
(
其
正
常

所
得
税
)
、

ヘ
ッ
ケ

ル
も
亦
、
英
国
所
得
税

(
蕾
き

、
正

常
所
得
税

の
み
.

の
も
の
)
は
・
大
陸

の
意
味

に
於

け
る
本
来
の
所
得
税

で
は
を

、
む
し
ろ
取
寄
親
製

と
、
諸
多

呈

槻
的
添
物
と
め
租
税
技
術
士
.の
蔑

り

だ

と
し
た
。

ワ
グ

ナ
ー
も
亦

た
、
英
国
所
得
税

な
ど

の
場

合

に
、
人
税

と
物
税

と

の
密
接

な
る
結
合

が
存

す
と
し

て
居

る
。

②

戸
敷
割
1
一

が
人
税

か
物

税
か

に
爾

が
あ

る
け

れ
ど

も

、
此

は
先

づ
所
得
税
的

な

る
人
税
だ
と

し
て
、

併

し
其

れ
だ
か
ち

患

い
ふ
て
、
此

が
完
登

な
入
税
だ
と

は

い
ひ
難

い
。
原

則
上
,.
人
税
と
し

て
舞

へ
ら

れ
作
・辱
れ

た
も

の
だ
と
し

て
も

、
多

少
、
例
外
的

に
物

税
的
元
素
を
有

つ
こ
と
己
む
を
得
な

い
。
其
事
.は
前
記

の
所
得

税
か

ら
し
て
推

測
し
得

る
。
莚

に
も
包
括
的
納
税
義
務
者

の

み
存

し
な

く
て
は
な
ら

ぬ
と
す

る
に
は
及
ば

ぬ
。
其
納
税

義
務

者
が
包

括
的
義
務
者

と

い
は

れ
る
場
合

に
し
て
も

(限

定
的

の
も

の
に
罰
立

し
て
)
、
其
者

の
全

き
所
得

、
全

き
給
付
能
力

が
之

に
て
掴
ま

る
る
と
は
限

ら

ぬ
。
少
く
と
も
他
地
方

の
土
地
家
屋
物
件
螢
業

か
ら
生

す

る
能
力

の

如

き
は
.
此

か
ら
除

外

さ

る
る
こ
と
が
生
す

る
。
其

に
し
て
も
彼

が

一
人

に
し
て

一
戸
を
構

ふ
る
以
上
、
ま
だ
彼

を
以
て
包

括
的
義

務
者

だ
と

す

る
と
し
て
も

(多
少

、
不
完
全
乍
ら

も
)
、

一
人

に
し

て

二
戸
以
上

の
戸
を
構

へ
た

と
き

に
、
其
を
も
軍
純

な

る
包
括
的
義
務
者

と
し

て
適

當

で
あ
ら

う
か
。
之

を

.
さ
う
見

る
と
駕

し
、
さ
う
定
め

人
税
物
恥
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
+
二
巻

七
六
三

第
五
號
、

一
一

:oll,a,a.0.s,490.Tyszka・Fw・sAufl・s.・178.・G

run〔1riss.Eheber目,s.88.eschemacher,a.a.0.

無 ・階 欝 、d.F.w.:IT.)s.7.Wagnei,a.a_C,、㍗a
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S・109・ Bastable,1.c・P・

F61de5,・a.

524・

a.0.5.446.
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,

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

「第
三
+
二
巻

七
六
四

第
五
號

一
二

る
の
だ
と

い

へ
ば
其

れ
ま

で
だ
が
、
事

物

の
見

方
と
し

て
、
其

は
あ
ま
り

に
不
穗
當

で
は
あ

る
ま

い
か
。
此

場
合

各

の
戸

に
其
人

の
所
得

を
適
當

に
分
配
し
、

一
方

に
偏
重

せ
し

め
ぬ
の
が
穏
當

で
は
あ

る
ま

い
か
。
然
ら
ば
之

を

む

し
ろ
限

定
的

の
義

務
者
と

し

て
も
良

く
、
或

は
包
括
的
義
務

者

の
特
殊

の
場
合
と
し

て
も
良

く
、
或

は
包

括
的

義
務
者

と
限
定

的
義

務
者
と

の
中
間

的
の
も

の
と

し

て
も
良

く

、
色

々
に
取
扱

ひ
得

る
の
で
は
あ

る
が
(註

一
四
)
、

兎
も
角

、
此
場

合

に
は
不
完

全
な

る
包
括
的
納
税
義
務
者

で
は
あ
り

、
随

ふ
て
實

際

の
戸
敷
割

を
人
税

だ
と

し

て

も

.
其

は
純
粋
な

る
人
税

で
は
奪

《
し

て
、
物
税
元
素

を
多

少
混

へ
ね
も

の
と
見

て
良

い
。
既

に
き

う
見

る
な
ら

ば

、
戸
数
割

の
特
殊

の
場

合
と

し

て
、
明

か

に
物
税

的
な
る
、
不

在
者

に
封
ず

る
準
戸
敷
割

を
課

す

る
と

し

て
も

斯

く
し

て
人
税

の
中

に
物
税
元
素

を

一
層

多
く
入

れ
る
と

し
て
も
許

さ

る
べ
き

で
あ

る
。
其

は
丁
度

、
所
得

税
と

い
ふ
人

税
中

に
、
在
外
人

の
内
地

財
源

か
ら
畢

ぐ

る
所
得

に
課
す

る
物
税

的

の
も

の
が
潜

入
し

て
あ

る
と
回

し

で

あ

る
。

(註
口
四
)

此
三
の
見
方
の
中
で
は
、
包
括
的
納
税
義
務
者
の
特
殊
の
場
合
と
見
る
の
が
、

一
番
穏
當
で
あ
ら
う
。

　ろ
物
税

に
於

け

る
人
税
的
元
素
-

普
通

.
人
税

と
せ
ら

れ

る
も

の
の
中

に
、
多
少

、
物

税
的
元
素

を
混
入

(

す

る

と

啓

し

く

、

物

税

と

せ

ら

れ

る

も

の

の
中

に

も

人

税

的

元

素

が

若

干

這

入

っ

て

居

る

の

て

あ

り

、

其

も

近

頃

に

な

り

て

は

、

益

々

多

く

取

入

れ

ら

れ

つ

つ
あ

る
(
註

一
五
)
。

(
駐

一
五
)

の
夙
に
ヘ
ッ
ケ
ル
が
、
漸
く
其
後

の
饗
達
に
於
て
人
税
化

へ
向
け
ら
れ
た
る
方
法
に
依
り
て
、
人
税
か
ら
し
て
其
精
巧
な
る
方
法
を



一
部
、
敗
盗
視

に
採
用
し
た
と
注
意
し
た
が
、
モ
ル
は
、
真
新

し
い
著
書
に
於
て
、
敗
益
税
に

つ
き
其
映
鐵

の
爲

め
の
故

に
諸
多

の
吹
草

が
試

ヨ

み
ら
れ
た
。
特
に
其
が
牧
盗
視
其
も
の
の
範
圃

に
於

て
試
み
ら
れ
た
。
例
之
、
地
租
家
屋
税
資
本
利
子
税
に
於
て
廣
き
貢
債
控
除
を
許
し
た
。

α

地
租
家
屋
税

に
て
総
攻
盆

の
代
り
に
純
攻
盆
を
掴
ま
う
と
し
た
。
替
業
税

に
て
申
告
制
を
採
用
し
た
。
そ
し
て
此

に
よ
り
て
大
に
、
敗
益
税

の

a

奢

・
性
簑

特
徴
を
饗

・
・
之
を
人
税
と
し
た
と

い
ひ
・
テ
ア

ハ
ル
レ
も
・
其
暫

馨

惣

三

版
籍

の
近
代
的
叢

・
萎

張
・

論

及
其
の
義

讐

の
焚

は
・
種
々
の
建

て
・
牧
窺

の
物
的
性
署

し
て
外
見
麦

は
實
際
上
暴

…

を
示
す
・
肇

融脱

税

。
特

に
此
髄
系

の
新

し

い
春
節

に
て
は
、
増
加

す
る
緊

張
を
以

て
、
或
主
観
的

の
完
成

を
示

し
た
。
加

之
、
勢

働
収
益
税

の
如

き

に
至

り
て

・
・
性
篁

里

親
的
特
徴
…

餐

写

・
こ
・
・
柴

・
…

だ
・
・
誤
・

偶

②
・
・
カ
が
・
肇

税
に
て
は
・
憂

課
霧

件
及
其
牧
盆
籍

讐

・
租
税
議

・
即
叢

舞

あ
る
所
有
者
籍

付
か
ぬ
・
其
人
的
濤

姻

峯

考
慮
苦

れ
ず
・
止
　

・
此
・
て
は
窺

鮎
・
許
・
れ
ず
・
・
進
・
行
　

る
撃

と
・
翻

・
・
里
訛
と
し
て
も
蓼

・
罫

伽

後

れ
と
む
.ら

う
と
し

て
居

る
。

③

ベ
ラ

フ
エ
ル
デ

ス
は
、
或
蝪
庭

に
て
は
、
攻
益
税

は
全
き
人
格
を
掴

ま
ず

、
随

ふ
て
固
有

の
租
税
力

に
鋏
鮎
あ

る
關
係

に
立

つ
。
此

が
租
税

渦

∬

能
力
を
薯

高

に
て
影
響
す
る
元
素
の
芳
念
を
許
さ
た
い
・
即
ち
累
猿

舞

の
合
理
要

る
適
用
の
馨

を
與

へ
な
い
と
い
ひ
つ
つ

畑

鋼

碗繋

蝶
鞍
鐸

熱

q雛
以謂

薙

琴

争
毳

毳

馨
本来
卿
.瑠

鑑
難
麟
轡
繕
物…饗
麟
鷺雛
謝
辮　　

　

ラ

ラ

ラ

ヰ

ヨ

　

真

庭

に
物

税

と

す

べ
き

も

の
も

あ

b

(註

[
七
)
、
即

ち

此

等

の
も

の
は

爾

属

的

の

も

の
と

い
ふ

か

、
過

渡

的

の
も

の

.
、

、
,

.

入
税
霧

の
分
界
普

特
徴

第
三
士

垂

士
占宝

第
五
覇

王

,



●

人

税
物

税

の
分
界
並

に
特
徴

第

三
十

二
巷

七
六
六

第

五
號

一
四

と

も

い

は

れ

得

る

も

の

で

あ

る

。

(註

一
八
)
。

,

(
謹

=
ハ
)

ヘ
ッ
ケ

ル
は
、
資

本
利
子
税
及
勢

鶴
牧
盗
視

が
實
際

の
牧

益
税
と

い
ふ
よ
り

は
、
む
し
ろ
所
得
税
的

な
る

一
節

、
叉

は
特

別
所
得
.視

と

し
て
現
は
れ

た
と
駕

し
、

・
ッ
ツ
は
、勢
倒

壊
盗
視

及
資

本
利
子
税

に
よ
り

て
、

主
観
的

人
税
が
物

税
燧

系

に
結
付
け

ら
れ

る
と
爲

し
、

テ

ァ

ハ
ル
レ
も
、物

税

の
人
税
的
方
向

へ
の
轄
町

は
、
政
益
税

制
度

の
完
成

の
試

に
よ
り

て
、即

ち
資
本
利

子
税

及
特

に
勢
倒
壊
益
税

に
よ

り
て
強

み
ら
れ
る

と
篤

し

、
エ
ー
ベ

ル
ビ
は
、
戒
場

慮

に
て
は
、
物
盟
即

ち
取

釜
源

の
版
金

能
力

の
擬

制
か
ら
出
饗

す
る
と

い
ふ
牧
益
税

の
特
徴

は
、

緯

ぺ
て
の
収
益
税

に
行
は
る
る

の
で
は
な

い
。
資
本

利
子
視

、
勢
働
牧
益
税
等

に

て
は
出

来
る
だ
け
、
申
告

に
依

る
實
際
敢
盆

を
確
知

し
や
う

と
せ
ら
れ

み
と
惜

し
、
他

の
腿

に
て
、
後

に
硯

は
れ

た
勢
胸
腹
蓋
物
資

本
利
子
税

に
で
技
、
相
當
な
み
外
形
標
準
を
峡

春
、
職
務
者

の
自
惚

申

告

に
依

ら

な
一

て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
随

っ
て
此
が
人
税

に
近
寄

っ
た

と
爲

t
、
更

に
他

の
虞

に
て
、
資
本
利
子
税

と
給

料
視

と
が
人
税

と

い

は
れ
る
と

も

い
ふ
て
居
る
。

プ

ロ
イ
ヤ
ー
は
、
資
本

利
子
税

は
既

に
大

に
主
観
的
性

質
を
帯

び
、
勢
働

攻
盗

視
は
其
内
部

の
本
質

κ
依
れ
ば
、

純

粋
な

る
人
税

だ
老
鴬

し
、
叉
別

の
塵

に
て
、
南
濁

に
嬰
達

し
た
資
本

利
子
税

は
、
絶
対
的

に
部
分
所
得
税

の
特
徴

を
帯

び
、
此
が
自
己
評
定

給

付
能
力

の
考
慮

、
特

に
累
進
率

、
免
税
錨

の
許
與
を

示
し
、
要

す
る

に
資

本
利
子
税

の
模
型
的

の
形

式
は
本
来

、
最
早

、
物
税

と
は

い

へ
な

い
と

い
ふ

て
居
る
。

ワ
グ

ナ
ー
も
亦
、
労
働
攻

益
税

は
、
物

税
的

元
素

(地

租
家
屋
税
)
.の
傍

に
、
近
代

牧
盗
視
鷺
系
中

の
人
税

的
元
素
を
成

形

n

す
る

の
だ

と

い
ふ
て
居
6
。

、
(
註

藺
七
)

ス
ト

ル
ッ
ツ
は
、
勢
働
牧
益
税
も
亦

た
、

一
つ
の
純
然

た
る
物
税

だ
。
其
物
膣

は
、
生
産
元
素
た

る
勢
働

力
だ
。
資

本
利
子
税

も
亦

斉

し
く
物
税

だ
。

一
人

に
流

入
す

る
資

本
利
子

の
全
額

に
依

る
資

本
利

子
税

も
亦
た
物
税

だ
。
何

と
な
れ
ば
、
此
纏

め
ら
れ
た
資
本
利
子
額

も

凶

ま
た
、
各
国

の
物
盟

で
止

哀
る
。

そ
し
て
経

濟
圭
骸

の
箇
人
的

の
事

情

と
臓
な
ら
な

い
か
ら

と
寫

す
。

(
註

一
八
)

モ
ル
は
、
北

風
別

の
何

れ

に
も
圏

せ
し
め
な

い
税

が
あ

る
。
例
之

、
資

本
利
子
税

は
人
税

に
属

ず
る
と
も
物
税

に
属

す
る
と
も

い

、

な

い
。
勢
働
牧
盗
視
も
亦
た
然
り
。
何

ぜ
と
な
れ
ば
此

二
の
も

の
は
、
外

か
ら
認
知
す

べ
き
物
髄
を
敏

き
、
労
働
取

益
税

で
は
、
勢
働
力
を

、

外

よ
り
認
知
ナ

べ
き
源

と
し

て
定

め
る

の
饒
俄

な
き

こ
と
に
な
る
。
さ
う
か
と

い
ふ

て
給
料
視
及

、
原

始
的

な
る
資
本
利
子
税

に
て
は
人
的
経

・7)

互8)
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.

濟
的
給
付
能
力

の
考
慮

が
原
則
上

に
は
存

在
し
な

い
。
併

し
其

は
各
箇

の
物
件

に
よ

り
て
支

持
す

る
。

か
く
て
此

に
過
渡
物

を
見
出
す
乏
篤
し

ペ
ラ

フ

エ
ル
デ

ス
も
、
賃
金
給
料

視
な
ど
は
、
敗
益
税
鷲
系

の
物
税

に
謝

し
、
人
的

の
補
完

を
成

し
、
此

が
人
的
所
得
税

へ
の
過
渡
を
成
す
と

い
ふ
。

ワ
グ

ナ
ー
も
、
勢
働
敢

爲
税

は
、
容
易

に
、
正
式

な
る
人
税
(
所
得
税
)
の
中

に
移

る
も

の
だ
と

い
ふ
。
ブ

・
イ

ヤ
ー
は
、
資
本
利
子
税

細

と
勢

働
牧

益
税

と
が
本
県

は
、
既

に
、
純

然
た
る
物
税

と
純

然
た
る
人
税

と

の
中
間
物

だ
と

い
ふ

て
居

る
。

②

地
租
家

屋
税
菅
業
税
I

i
奮
來

の
物

税
た

る
地

租
家

屋
税
螢
業

税
も
亦
た
、
時
勢

の
攣

に
伜

ひ
、
段

々

と

其
奮
態
を
鍵

へ
て
、
此

に
て
、
純
牧

盆

(所
得
)
の
捕
捉

、
義

務
者

の
申
告

、
免
税
鮎

、
累
進

率
な
ど

、
入
税
的

の
課
税
方
法
を
加

ふ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
盆

々
以

て
人
税

に
近

づ
き
.つ
つ
あ

る
と

い
ふ
の
が
質
勢

で
あ

る
(塾

九
)

か
ε

て
収

益

税
は
今

日

に
て
は
人
税
物

税

の
混
合
し
た

も
の
と

い
ふ
方
が

、
少
く
と
も
貿
際

の
具
膿
臨

の
税

に

つ

き

て

い

ふ

と

當
.
つ

て

居

る
(
註
二
〇
)
。

他

面

か

ら

い

ふ

と

、

大

勢

と

し

て

税

が

物

税

か

ら

人

税

に
進

む

と

い

ふ
潮

流

が

存

在

し

(
註

二

一
)
。

物

税

に
.人

税

元

素

の

益

々

多

く

加

は

る

と

い

ふ

の

も

、

畢

竟

、

此

潮

流

の

一
の

衰

は

れ

に

外

な

ら

な

い
。

(
註

欄
九
ソ

モ
ル
は
、
近
代
國
家
に
て
は
、
到
る
違
に
牧
盗
視

の
主
観
化
過
程
が
行
は
れ
、
大
部
分
、
種

々
な
る
廣
さ
に
て
、
資
債

の
控
除
、
累

進
、
申
告
、
生
産
費

の
控
除
、
弱
き
給
付
能
力
の
考
慮
、
偵
値
及
牧
益
に
よ
る
賦
課
が
、
外
形
標
準
に
代

っ
て
採
用
さ
れ
た
。
其
が
此
税
質
を

人
税

に
近
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
敗
益
税
が
部
分
所
得
税
と
な
り
、

一
部
は
部
分
財
産
税
と
も
な
っ
た
と
い
ひ
、
ス
ト
ル
ツ
ッ
も
、
疑
も
た
き

.

物
税
さ

へ
も
、
少
く
と
も
免
税
規
定
に
於
て
、
義
務
者
の
人
に
考
慮
を
取
る
と
寫
し
、

ヘ
ッ
ケ
ル
は
、
物
税

の
親
親
技
術
が
愈

々
多
く
、
生
観

的
元
素
を
も
加
ふ
れ
ば
加
ふ
る
ほ
ど
、
給
付
能
力

の
物
的
基
礎
が
其
主
観
的
條
件
と
結
付
け
ら
る
れ
ば
結
付
け
ら
る
る
ほ
ど
、
物
税
性
が
破
ら

れ
、
物
税
か
ら
人
税

へ
の
過
渡
が
用
意
せ
ら
る
と
篤
し
、
エ
ー
ベ
ル
ヒ
も
、
物
税
に
於
て
、
實
際
敗
盆
(
純
敢
盆
)
、
及
義
務
者
の
給
付
能
力

に

か

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
+
二
巻

七
六
七

第
五
號

一
五
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人
稔
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
+
二
巻

七
六
八

第
五
號

一
六

つ

影
響
す
る
事
情
が

】
層
多
く
考
慮

に
取
ら
る
る
ほ
ど
、
物
税
が
人
税

に
近
づ
く
と

い
ふ
。
荷
ほ
彼
は
各
鬼
に
て
此
意
味

の
ζ
と
を
繰
返
し
て
い

ふ
て
居
・
。
蓋

、
物
馨

叢

霧

・
て
累
茎

の
齋

の
段
多

く
な
ら
う
ム

憲

例
を
も
参
照
ナ
べ
き
で
あ
騨
・

但
し
蜀
逸

の
租
税
立
法

に

一
部
、
右

の
大
勢
に
封
ず
る
反
動
的
事
實
の
現
は
れ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ね
。
最
近

の
エ
「
ベ
ル
ヒ
の
記
述

撰

歪

、
次

の
㌻

な
禦

あ
・
。
日
-
、
大
戦
前

の
鍵

諸
邦

の
新
ら
・
い
立
法
に
て
は
所
得
課
税

の
考

に
從

つ
三

枚
霧

・
又
は
少

く
と
も
其
大
部
分
を
、
部
分
所
得
税
に
改
造
し
や
う
と
し
た
。
即
ち
人
が
生
産
費
及
貢
債
利
子

の
控
除
を
多
少
の
度
に
於

て
許
し
、
且

つ
義
務

者

の
給
付
能
力
を
減
少
ず
る
特
別
な
る
事
情
を
租
税
測
定
に
て
考
慮
し
た
。
然
る
に
、
今
日
、
各
邦
が
財
政
平
準
法

の
規
定

に
よ
り
徴
牧
す

べ

義

霧

奮

著

家
屋
馨

業
税
が
再
び
擁

に
改
造
せ
ら
れ
た
。
此
等
窺

が
課
雑

輩
と
し
℃
、
吾

又
接

磐

傍
に
・
攻
鑑

得

・
際
靖

・
ら
る
る
、
財
産
物
讐

橿

・
利
用
・
・
且
つ
多
く
甕

債
控
除
・
及
麓

芸

蕎

の
叢

を
も
許
さ
な
㍗
.

(
註
二
〇
)

ブ

・
イ
ヤ
ー
は
、
牧
益
税
は
全
開
上
並
に
其
各
種

の
も
の
に
於
て
、
近
世
的
登
達
と
し
て
特

に
十
九
世
紀

の
役
牛
以
来
、
物
税
及
人

税
的
舞

の
混
合
に
導

い
た
と
い
ひ
、
更
に
別
の
慮

に
於
て
、
純
然
た
・
版
籍

と

一
般
所
得
税
と
の
問
に
・
澤
山

の
各
箇
の
中
間
形
式
が
あ

っ
て
、
萎

色

。
の
段
階

に
義

義

特
徴
及
所
得
馨

徴
の
混
合
を
示
す
と
い
ふ
。

・
ス
・
は
、
肇

婁

初
め
は
鰻

霧

で
あ

っ
た

が
、
蓬

の
進
之

於

て
夢

灌

霧

・
な
っ
た
。
其
腰

霧

へ
の
化
成
に
於
て
・
牧
霧

(
蟹

の
例
外
を
以

て
)
蓬

々
多

く
・
追
加

り

　

的
所
得
税

の
性
質
を
得
た
と
偉
力
。

(
註
三

)

…

ブ
は
、
此
時
代

の
全
蓬

動
は
、
物
撃

ら
人
税

へ
移
…

だ
・
爲
・
・
㌻

グ

・
・
は
・
最
簸

+
年
間
に
・
傾
向

は

,
古

き
物
税

に
代

ふ
る
に
人
税

を
以

ズ
す

る

こ
と
、
物

よ
り
も
む
し
ろ
箇

人
を
課

す
る

ζ
と
、
要
約
す
れ

ば
課
税
標
準

と
し

て
揚

り
高

の
代
り

に

さ

所
得
を
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
加
。

　二
爾
税
分

別

の
重
要

(
)砕

其
否
定
I
l
古

い
ふ
や
う
に
し
て
實
際

の
人
税

が
物

税
的
元
素
を
加

へ
、
物
税

に
も
人
税
元
素

を
加

ふ
る
こ
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●

と

に
な

る
と

す

る
と

、
人

税

物

税

の
分

別

が
六

つ

か

し

く

な

り

、
之

に
よ

り

て

、

は

っ
き
り

と

實

際

の
税

を
分

別

し
得

な

く
な

る
。
熱

り

と

す

れ
ば

此

医

別

は
最

早

、
税

の
匠

別

と

し

て

は
不

適

當

と

な

っ
た

の

で
あ

り
(註
二
二
)、

む

し

ろ

此

躍

別
を

棄

て
て
他

の
標

準

に
依

る
所

の
他

の
囁

別

を

選

ん

だ

方

が

良

い
と

も

い
は

れ

る
。

(註
二
二
)

プ

ロ
イ
ヤ
ー
は
、
古
き
租
税
論
に
て
行
は
れ
た
人
税
物
税
の
匿
別
は
、
租
税
形
式
の
新
成
形
及
根
本
的

の
愛
車
に
直
面
し
て
、
既
に

助

一
般
懸
用
性
を
失
っ
た
と
爲
し
、
モ
ル
は
、
人
税
物
税
の
別
は
財
政
學
的
認
識
の
矯
め
に
は
、
重
要
な
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
て
居
る
。

　B

其

肯

定

1

一

去

り

と

て
此

樋

別

を

全

く
棄

て

る

に

は
及

ば

蹟

。
夫

の
匿

別

に
依

る
各
税

に
は

各

、
主

要

の
特

(

徴

が
あ

っ
て
、

其

が

他

の
謝

立

す

一5
も

の
と

の
間

に

、
相

射

的

に
在

す

る

の

で
あ

り

、
其

に
よ

り

て

各

税

が
全

租

税

膿

系

の
中

に
於

け

る
各

役

目
を

勤

め

る

こ
と

に
馨

る
(註
二
　G
。

一
方

.
入

税

は
主

と

し

て
人

の
垂

給

付

能

力

を

掴

ま

う

と

し

、
他

方

、
物

税

は

各
個

的

物

的

の
給

付
能

力

を

掴

ん

で
居

る
。
其

上

に
叉

、
此

甑

別

を

爲

す

こ
と

に

よ

り

て

、
物

税

の
方

に

て

は

利
益

原

則

の
加
味

を

行

ふ
と

い
ふ

こ
と

に
も

役

立
ち

得

る
。
だ

か
ら

し

て
此
廣

別

は

實

際

に
當

り

て
多

少

六

つ
か

し

く

、
不

明

確

だ

と

い

ふ
事

は

免

れ
な

い
け

れ

ど

も

、
全

く
之

を

棄

て

る
と

い
ふ

に

は
及

ば

な

い
。

(腔
二
三
)

プ

ロ
イ
ヤ
ー
は
、
此
人
的
及
物
的
特
徴
に
よ
り
て
匿
刑
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
狭
き
種
種
中
に
、
且
つ
各
箇
の
税
形
式
中
に
、
種
々

鋤

な
る
成
形
可
能

を
適
當

に
特
徴

つ
け
る
薦
め

に
全
く
重
要
な

こ
と
だ

と

い
ふ
。

第
二
段

人
税
物
税
の
特
徴

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
歓

の

第
三
十
二
巷

七
六
九

第
五
號

一
七

z3)

24)
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人
税
物
税

の
分
界
並

に
特
徴

、

第
三
十
二
巻

七
七
〇

第
五
號

一
八

り

　
一
人
税

の
特

徴
-

然

ら
ば

爾
税

の
特

徴
如
何
と

い
ふ
と

、
先

づ
人
税

は
、
人

の
全
き
能
力
を

掴
ま
う
と
す

る
所

(に
其

特
徴
が
あ

っ
て
、
随

っ
て
、
其
鳥

め

に
出

来

る
だ
け
精
密

に
、
其
全
能
力

を
纏

め
て
分
量

的
品
質

的

に
差
等

課

税
し
や
う
と
す

る
。
生
産

費
負
債

の
控
除

、
財
源

の
種
類

に
よ
る
差
等

、
人

的

に
宥
恕

す

べ
き
事
情

の
斟

酌
、

累
進

税
恋
†
、
免
税
貼

な
ど
、
多

少
不

満
足

の
度

に
於

て

に
も

せ
よ
、
出
家

る
だ
け

の
事

を
夫

の
目
的

の
爲

め

に
行

ふ
(
註
二
四
)
。
併

し
實

際
と
な

る
と
可

な
り

に
物

税
的
元
素
が
加

は

つ
て
、
人
税

の
趣
旨

に
反
す

る
も

の
と
な
.る
こ

レk

」曜

叩
■

、

、

,
塘
p～
げ
1

幽・、

)

一
、
ヒ
」
旧
一
因心
ノ
)

`

一蓋

【

し

納
フ

、、ス

げ

`
"

■

、

(
註

二

四

)

ア

ン

ド

レ

r

は

、
所

得

税

が
牧

益

税

の
前

に

、

肚

會

的

見

地

か

ら

育

つ
原

則

上

の
長

所

は

、

唯

だ

所

得

全

艦

の

み

が

租

税

義

務

者

の

の

主
観
的
給
付
能
力
の
爲
め
に
、
實
際
上
の
支
持
鮎
を
與
ふ
る
こ
と
だ
と
い
ふ
勉

ラ

　

ラ

ラ

(註
二
五
)

前
第

一
段
、

一
、
B
、
い
、
1
参
照
。

(

(

(

(

　二
物

税

の
特

徴

く

)A

物

的

慮

能

及

利
益

原

則
加

味
ー

ー

物

税

は

各

箇

の
物

を

各

別

に
見

て
課

し

、
人

に
就

き

真

塗

能

力

を

掴

ま

う

(
と

し

な

い
か
ら

、
随

っ
て
物

的

能

力

に
慮

じ

て

課

税

し

又

は

利

益
原

則

を

加

味

し

て

課

税

す

る

こ
と

に
な

b

(詫
二
六
)
、
随

ふ

て

は
人

的

能

力

に
慮

じ

た
差

等

課

税

の
行

は

れ
難

い
傾

が

あ

る
。

(
註
二
山ハ
)

フ
イ

μ
シ
ア
ー
が
、
物
税

は
給
付
能
力

に
よ
る
課
租

に
は
使

用
す

べ
か
ら
ぎ

る
も

の
と
し
て
現

は
れ

、
報
酬

の
考

に
基

く
課
税

の
範

ぢ

園
に
の
み
認
め
ら
る
、
と
い
ふ
の
は
少
し
く
極
端
だ
が
、
兎
も
角
、
此
に
て
利
金
原
則
加
味
が
行
は
れ
得
る
こ
と
は
車
賃
だ
。

　B

人

的

慮

能

及

肚

會

政

策
1

一

人

的

能

力

に
よ

る
差

等

課

税

が

物

税

に

て

は

、
到

底

、
完

全

に
は

行

へ
な

い

に

(

26)Andreie,Bausteinezueineruniversal温5tischenS=eue・1ehre・5…4.・

27)Fiscber,a・a・0・5・62・



せ
よ
レ
或
度

ま

で
は
行

ば
れ

、
少
く
と
も
加
味

せ
ら

る

る
と

い
ふ
こ
と
は
あ

る
。
此

に
差
等
課

税
入

る

べ
か
ら
す

と

か
、
物
税

に
は
比

例
、
無

免
税
鮎

の
外
は
な

い
と

か

い
ふ
も

の
と
限

ら

ぬ
。
帥
ち
、

うい
實
際

の
純
益
ー
-

を
以

て
物
税

の
課
税
標
準
と

す

る
と
き

に
、
荘

に
或
度
ま

で
同

一
の
物

に
つ
き
て
も
人

(

●

に
よ
り

て
異

っ
た
収
益

を
畢

ぐ

る
こ
と

の
あ

る
と
き

に
、
其
を
見

て
課

す

る
と

い
ふ
意
味

が
あ

る
。
之

に
申
告
制

の
附
帯

き

る
る
と
き

に
愈

存
以

て
、
人
的
性
質

が
加

は

る
。

　
　ろ

累
推
及

免
税
鮎
i
-

も
が
物
税

に
用

ゐ
ら

れ
や

う
と
し

て
居

る
こ
と

は
前

に
も

い
ふ
通
b
だ
が

、
其

に
も

物

税

に
於

け

る
或
度

の
人
的
能

力
考
慮
が
存
す

る
。
例
之

、
大

土
地
所
有

を
小
土
地
所
有

よ
り
も
高
峯
・
に
て
課
す

る
と

い
ふ
は
、
入

の
土
地
兼
併

を
抑
ゆ

る
肚
會

政
策
上

の
考

も
あ
り
、
多

少
は
、
概

し
て
人

的
能
力

の
大
土
地

斯

有

者

に
て

一
層
人

な

る
に
慮

じ
ゃ
う
と

い
ふ
こ
と
も
あ

る
。
免
税
鮎

に
至

て
は
全
く
細
民

の
困
難

の
考
慮

と
濁
立

農

民
維
持

の
目
的
と

に
出
つ

る
。

　

　は
不

在
者
重
課
-

1
此

は
同

一
の
土
地

に

つ
い
て
も
持

主
が
在
住
者

か
不
在
者
か

で
圃
別
し

て
差
等
課
税

し

(

や

う
と

い
ふ
も

の
だ
。
不
在
者
を
肚
會
政
策
好

ま
し
か
ら

す
と
す
れ
ば
、
此

も
行

ふ
て

い
け
ぬ
と

い
ふ

こ
と
は
な

い
評
人
的
能
力

か
ら

い
ふ
て
も
、
他
地
方

の
土
地

ま

で
(暫
ら

く
此

に
地

方
税
と
し
て
考

へ
る
)
も
有

つ
人

は
、
此

も
概

し

て

い
ふ
と

、
即
ち
否
均
的

に
い

へ
ば

(例
外

は
あ
b
)
、
其
住
所
地
方

の
土
地

の
み
持

つ
人

に
比

し
て
は
、

割

合

に
富
裕

な
も
だ
と
達
観

し
て
」
真
庭

に

一
層

大
な
能
力

を
認
む
と
も

い

へ
る
。
あ
ま

り
大
な
差
等

は
宜

し
く

人
税
物
税
の
分
界
並
に
特
徴

第
三
+
二
巻

七
七
一
.

第
五
號

一
九
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人
税
物
税

の
分
界
並
に
特
徴

第

三
十
二
巻

七
七
二

第
五
號

二
〇

あ

る
ま

い
け

れ

ど

も
ガ

少

々
の
差

等

に
許

さ

る

べ
き

だ

。

不

在

者

重

課

は
軍

な

る
室

論

で

は
な

く

、
其

に
實

例

も

あ

る
(註
二
七
)
ゾ

(註
二
七
)

牛

・
・ヲ

覧

禁

之
を
行
ふ
.
出
誘

は
財
政
上

の
目
的
を
追
ふ
の
で
な
く
・
國
民
経
濟
上
の
目
的
を
追
ふ
の
で
あ
る
・
濠
州

に
も
類
似

の
制
度

が
あ
る
。

結

論

以
上
要
之

、
人
税
物
税

の
分
界

は
、
實
際

の
税

に

つ
き

て
見

る
と
、
人
税

に
物
税
元
素
が
加

は
り
、
物
税

に
人

税
元
素
が

入
り
込

む

こ
と

に
よ
り

て
、
益

々
明
確

で

な

く

な

る
傾
が
あ

る
。
併

し
其

れ
だ

か
ら
と

い
ふ
て
此

匪

別
を
棄

τ

る
と

い
ふ
に
は
及
ば

ず
、
之

を
維
持

し

、
之

を
目
安

と
し

て
、
税
健
系

を
考

へ
て
良

い
。
そ

し
て
各

の

實

際
税
と
も

に
、
其
主
な

る
貼

に
於

て
特

徴
を
有
ち

且

つ
其
使
命

を
果
し

つ
つ
あ

る
、
た

ゴ
其

人
税

に
於

け

る
物

税
的

元
素

は
已

む
を
得
す
し

て
採
用

し
た
も

の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
物

税

に
於

け

る
人
税
的
元
素

に
至

っ
て
は
、

む

し
ろ
其
本
来

の
性

質

に
反
し

て
立
法
者
が

進

ん
で

之
を
敢

て
し
た
も

の
だ
と

い
ふ
こ
と

に

注
目
す

べ
き

で
あ

る

。
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